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○ 管内の各関係機関・団体からなる「オホーツク地域農業気象連絡協議会」では、

今年度の気象経過や今後の気象情報、農作物の生育状況、これらを踏まえた今後の

営農技術対策について共有を図るため、次のとおり本年度第２回目の農業気象連絡

協議会を開催しますので、お知らせします。 

 

＜開催概要＞ 

１ 日時 

   令和８年（2026年）３月10日（火）10時 00分～12時 00分 

２ 開催方法 

   現地会場と Web（Zoom）のハイブリッド開催 

（現地会場：北海道オホーツク合同庁舎 ３階３号会議室） 

３ 内容 

（１）気象経過と今後の予報について 

（２）農作物生育状況について 

（３）営農技術対策について 

（４）農作物の生産実績と作付動向について 

（５）構成機関からの情報提供 

（６）その他 

４ 農業気象連絡協議会構成員 

   別紙のとおり 

＜取材に当たっての留意事項＞ 

・ 取材を希望される場合は、オホーツク合同庁舎３階３号会議室にお越しいただ

くか、Zoomにてご参加いただきますようお願いします。 

・ Zoom での参加を希望される場合は、ミーティングＩＤやパスコードをお知らせ

いたしますので、事前にオホーツク総合振興局農務課担当者までご連絡くださ

い。 

（連絡先） 

  オホーツク総合振興局産業振興部農務課農産係 

   電話：０１５２－４１－０６６２（担当：柄澤） 

他のクラブ 

との関係 

 

 

 

担当窓口 

 

北海道オホーツク総合振興局      

 産業振興部                         

 農務課長 塚田 康貴 

 直通０１５２－４１－０６６０（内線：２７００） 
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オホーツク地域農業気象連絡協議会開催要領

第１条（目的）

オホーツク地域農業気象連絡協議会（以下「協議会」という。）は、気象に起因する農業災害の

未然防止、気象情報に基づく適切な農業技術の指導により、農業生産の増大に寄与することを目

的とする。

第２条（構成）

協議会は、オホーツク総合振興局長が招集するものとし、次の機関を構成員として開催する。

網走地方気象台

網走開発建設部

北海道農政事務所（北見地域拠点）

地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部北見農業試験場（以下「北見農業試験

場」という。）

北海道農政部生産振興局技術普及課北見農業試験場技術普及室

北海道オホーツク総合振興局（以下「オホーツク総合振興局」という。）

網走農業改良普及センター（本所、清里支所、美幌支所、網走支所、紋別支所、遠軽支所）

網走家畜保健衛生所

北海道農業協同組合中央会北見支所

ホクレン農業協同組合連合会北見支所

北海道農業共済組合オホーツク統括センター

オホーツク農業協同組合連合会

ホクレン農業協同組合連合会中斜里製糖工場

日本甜菜製糖（株）美幌製糖所

北海道糖業（株）北見製糖所

第３条（幹事会）

協議会は必要に応じ、幹事会を開催することができる。

幹事会は、オホーツク総合振興局産業振興部農務課長が招集するものとし、次の機関を構成員

として開催する。

網走地方気象台

北見農業試験場

オホーツク総合振興局

網走農業改良普及センター（本所、清里支所、美幌支所、網走支所、紋別支所、遠軽支所）

第４条（所管事項）

協議会及び幹事会は、次の事項について連絡調整や情報共有を行うものとする。

１ 農業上、注意すべき気象条件に関する事項

２ 農業気象災害に関する事項

３ 気象条件に対応する農業技術に関する事項

第５条（運営）

１ 協議会は、必要に応じて開催する。

２ 幹事会は、必要に応じて開催する。

３ 協議会及び幹事会の開催に係る事務は、オホーツク総合振興局産業振興部農務課農産係が

行う。
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第６条（見直し）

本協議会は、社会経済情勢の変化や開催実績等を勘案し、協議会の効率的な開催方法の見直し

等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第７条（その他）

この規約に定めのない事項については、協議会で決定する。

附則

この規約は、昭和５６年５月８日から施行する。

昭和６２年４月２２日一部改正

昭和６３年５月２３日一部改正

平成元年５月２４日一部改正

平成６年４月２２日一部改正

平成７年４月２５日一部改正

平成８年４月２３日一部改正

平成９年４月２３日一部改正

平成１８年４月２８日一部改正

平成２０年１２月１８日一部改正

平成２２年７月２９日一部改正

平成２７年８月１３日一部改正

平成２８年９月６日一部改正

平成２９年３月２３日一部改正

令和元年（2019年）７月２９日一部改正

令和６年（2024年）３月１４日一部改正


